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１．はじめに

　近年、自然環境に配慮した河川整備をめざして、緩傾斜護岸や緑化を促す護岸、生物の

生態を回復させる構造物の構築など、多種多様な工法が用いられ、人工的ではあるが、人

と自然にやさしい改修工事が進められている。

　長崎市南部を流れる鹿尾川においては、周域に家屋が建ち並び、限られた土地内で、河

川の流下能力を向上させるために、川底を掘り下げ、コンクリートブロックによる５分勾

配の護岸形式が用いられてきた。

　当然、河川内へのアクセス、親水性には乏しい川となってしまっている。

　上流：新戸町地区 　　　下流：磯道町地区

　ただ、下流部の一部においては、未だ改修されておらず、多くの自然が残っている場所

がある。この場所に関しては、地元住民の関心が高く、地元自治会が総力をあげて、河川

や道路の除草、ゴミ拾いなどを行っているとともに、森林やホタルなどの自然環境の保全

にも取り組んでいる。また、お祭りなどのイベントにも積極的な取り組みを行っている。

　以前より、河川改修計画の案があってはいたが、特段、地元住民等との協議などはほと

んど行われておらず、従来型の行政主導による構想策定にとどまっていた。今回、河川改

修計画の策定において、地元住民より「ぜひ、自分たちも計画策定の場への参加を！」と

声が強く、行政側もいろいろな情報を聞いたうえで、住民の方々との協働による「川づく

り」を行っていくのが も望ましいと考えた。そして、この計画策定のための「鹿尾川ふ

るさとの川づくり懇談会」が発足し、その内容を紹介するものである。



　　　改　修　状　況　図

２．「鹿尾川ふるさとの川づくり懇談会」

　平成１７年５月に、準備会として、地元の「三和町自治会」及び「三和町ふるさとづく

り委員会」の役員さんたちに集まってもらい、メンバーの選出、会議方法等を決め、第一

回懇談会を６月にスタートし、現地見学会、水生生物・ホタル調査などを行い、平成１７

年３月まで、合計１３回に渡って情報交換及び意見交換を繰り広げてきた。

H16.7.10 現地見学会 H16.8.6 第二回懇談会

ダイヤランド

改修済み 未改修

未改修

改修済み

未改修

改修済み

鹿尾ダム

小ヶ倉ダム

計画策定
　区間



　懇談会の中で、過去に小ヶ倉ダム・鹿尾ダムが建設され治水安全度は向上したものの、

その下流の河道整備が整っていないことから、現況河川は幅が狭く、深さも無いため、流

下能力が低く、洪水時には溢れ出す可能性があるため、川幅を広げ、深くして、大雨に対

応できる河川改修を進めたいと県からの提案を行った。

　しかし、地元委員側からは、「多くの自然が残っており、周辺住民の憩いの場となって

いる。何百年も前から生えている樹木も存在し、川に生息する生物にとって、生態環境を

破壊することをしてはならない。できるだけ自然を残して欲しい。改修が必要と認識はす

るが、極力、現況を残した形の工法を模索できないか。」と、強い要望があった。

　このことから、お互い協議し合いながら、できるだけ歩み寄って、検討を行うこととな

った。

　以下が、地元からの提案の概要である。

①現在の河床は、淵や瀬が多く存在し、水生生物の住みやすい形状となっている。河床を

　いじらずに、施工ができないか。

②ブロック積の護岸は、周りの自然と馴染んでいないため、景観が悪い。緑化タイプの護

　岸に造り替えることはできないか。また、新設する護岸にも配慮して欲しい。

　　　①淵と瀬 　②ミスマッチ護岸

③夏場になると、家族連れや子供達が遊ぶにぎやかな場所がある。その付近は手を加えな

　いで欲しい。また、道路に近接しているので非常に危険である。道路を山側に広げて歩

　車道の分離ができないか。

④何百年も前より生えている樹林帯（極相林）がある。貴重な種類もあり、その部分を残

　すことができないか。また、その付近に憩いとやすらぎの場を造れないか。

⑤県内では数少ないヒメボタルが生息している。ゲンジボタルとヒメボタルも共存してお

　り、ぜひとも残したい。
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　③天然プールと道路 　　　④極相林（生物群集、特に植物群落が、遷移の過程を経て、その地域の環

　　　　境に適合する、長期にわたって安定な構成をもつ群集に到達したときの状態の林）

　⑤ホタル幼虫調査 　　⑤ホタル看板

　以上の提案をもとに、

①現況を生かし、河床は極力さわらない。生態系に大きな影響が無いと考えられ、計画上

　どうしても必要な場所については、河床掘削はやむを得ない。現在の流水域の幅を変え

　ずに、段差をつけて掘削を行い、通常の流れを確保する。低水時は現河川を水は流れ、

　洪水時は高水敷を越流させる。

②ブロック積は行わない。大半は緩傾斜護岸とし、土羽で構築する。芝を張ったり、自然

　石を利用し、自然環境に配慮したもので形成する。２～５割の勾配とし、親水性を高め

　るために、斜路や階段を設ける。

③子供達が飛び込んで遊ぶ部分は、さわらないこととする。道路については、市道である

　ため、市の道路部局と協議し、ここの部分以外の狭窄部についても局部改良的な事業を

　行ってもらうよう、お願いする。
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　計　　画　　断　　面　　図

鳥　　瞰　　図

④極相林部分は、中州として残す。木陰となり、休憩の場とも成りうるので、アクセス路

　も確保する。多目的広場を設け、人々が集う場所としたい。

⑤ホタルの飛来数や生息場所の調査を経年的に行っていきたい。移植が可能であるかを学

　識経験者等へのヒアリングや現地への来訪を依頼し実際に調査してもらうこととする。

　以上のことのほか、いろいろと入念な協議を行い、計画策定が固まった。

３．これまでの取り組み

　およそ一年間にわたって、懇談会等を行ってきた。まずはじめに生物の環境を把握する

通常流水域
段切り段切り

洪水時はこちらも流れる。

通常はこちらを流れる。

極相林

当初計画ライン

今回計画ライン

多目的広場



ため、レッドデーターブックをもとに、学識経験者からのヒアリングも交え、環境情報図

を作成した。河川の治水上の安全性を確保するため、水理計算からなる河川幅や河川深、

河川勾配など、 低の基本ラインを設定し、そのうえで住民が求める河川の構想や形態を

うまく調整しながら計画を練ってきた。そして、その結果、一冊の提言書が完成した。

　　　提　　言　　書

４．今後の課題

　各種のホタルや水生生物、樹木など、自然あふれる場所であり、それらを保全しながら

計画を決定して行くことがとても重要である。経年的な調査を行いながら、地元住民と協

議を交え、改修工事の進め方を練って行きたい。一方、自然的でやわらかな工法で整備を

すると、維持管理面での負担が大きくなってくる。年に数回は除草を行う必要が出てくる

ことや、マナーを守らない者たちによるゴミの投げ捨てなど、その対処に行政のみでは補

えないことが多々発生してくる。このことについて、地元住民の方々も愛護団体への登録

など理解を示してくれてはいるが、その活動が継続できるか、行政支援が十分にできるか

など、大きな悩みのひとつでもある。また、憩いの場を設けることによって人々が集まる

が、防犯や洪水時の安全確保への対処も必要となってくるなど、今後、完成後の維持管理

における、住民と行政のあり方について、十分な協働を行う必要がある。

５．おわりに

　これまでは、河川計画を策定するにあたって、治水上の安全性が主体となり、ほぼ、そ

の考えだけで走ってきていたのが実情である。しかし、河川法の改正により、環境面に重

点を置くことも追加され、このことで住民の河川への関心が相当高まったと考えられる。

　河川整備計画の策定で、さらに流域全般の河川のあり方を検討していくこととなるが、

この懇談会で提言した内容が 終の決定事項ではなく、これからの出発点であることは、

言うまでもない。物を造ることが先行されてきた時代であったが、これからは現存するも

のをうまく生かし、物があふれてなかった昔の時代のように、自然をあふれさせ、人がや

すらぐことができる川づくりをめざしていきたい。


